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【 ０ ０ ２ ８ 】
　 図 ４ は 、 液 圧 － 機 械 式 位 置 追 跡 コ ン ト ロ ー ラ が ブ レ ー キ 圧 力 発 生 器 ユ ニ ッ ト ２ に 付 設 さ
れ て い る 点 が 図 ３ と 異 な っ て い る 。 こ の 位 置 追 従 コ ン ト ロ ー ラ は 第 ２ の 液 圧 室 ２ ４ を 備 え
て い る 。 こ の 第 ２ の 液 圧 室 内 に は 追 従 ピ ス ト ン ２ ５ が 設 け ら れ て い る 。 追 従 ピ ス ト ン
に は 調 節 棒 ２ ７ が 付 設 さ れ て い る 。 こ の 調 節 棒 は 第 １ の ピ ス
ト ン ４ に 作 用 連 結 さ れ 、 そ の 位 置 は ば ね ６ の 変 形 に よ っ て 変 化 す る 。 車 輪 ブ レ ー キ ８ ， ９
， １ ０ ， １ １ の 方 に 向 い た ポ ン プ 出 口 側 の 第 ３ の 液 圧 管 路 ７ ′ は 第 １ の 液 圧 ピ ス ト ン 室 ２
８ に 案 内 さ れ て い る 。 こ の 第 １ の 液 圧 ピ ス ト ン 室 は 追 従 ピ ス ト ン ２ ５ に よ っ て 第 ２ の 液 圧
室 ２ ４ か ら 分 離 さ れ て い る 。 第 ２ の 液 圧 室 ２ ４ か ら 第 ４ の 液 圧 管 路 ２ ９ が 車 輪 ブ レ ー キ ８
， ９ ， １ ０ ， １ １ ま で 案 内 さ れ て い る 。 ブ レ ー キ ン グ 操 作 時 に 、 前 述 の 実 施 の 形 態 と 同 様
に 、 圧 力 媒 体 は ば ね ６ を 備 え た 第 １ の 室 ３ か ら 管 路 ７ を 経 て ポ ン プ １ ６ に 供 給 さ れ 、 圧 力
を 高 め て 第 ３ の 管 路 ７ ′ を 経 て 第 １ の ピ ス ト ン 室 ２ ８ に 案 内 さ れ る 。 第 ２ の 液 圧 室 ２ ４ か
ら 押 し 出 さ れ た 圧 力 媒 体 容 積 に よ っ て 、 圧 力 が 管 路 ２ ９ を 経 て 車 輪 ブ レ ー キ ８ ， ９ ， １ ０
， １ １ を 付 勢 す る 。 圧 力 の 制 御 は こ こ で は 、 追 従 弁 ２ ６ に よ っ て 行 わ れ る 。 こ の 追 従 弁 は
ポ ン プ に よ っ て 発 生 し た 圧 力 に 相 応 し て 、 調 節 棒 ２ ７ に よ っ て 開 放 さ れ る 。 そ れ に よ っ て
、 所 定 の 量 の 圧 力 媒 体 が 第 ５ の 液 圧 管 路 ３ ０ を 経 て 圧 力 媒 体 補 給 容 器 ２ ０ に 戻 さ れ 、 そ れ
に よ っ て 追 従 ピ ス ト ン ２ ５ と 第 ４ の 管 路 ２ ９ を 経 て 車 輪 ブ レ ー キ ８ ， ９ ， １ ０ ， １ １ に 加
え ら れ る 圧 力 が 制 御 さ れ る 。 ポ ン プ １ ６ は 更 に 、 逆 止 弁 ３ ２ と 絞 り ３ ３ を 接 続 配 置 し た 第
６ の 液 圧 管 路 ３ １ と 、 第 ７ の 液 圧 管 路 ３ ４ を 介 し て 、 圧 力 媒 体 補 給 容 器 ２ ０ に 接 続 さ れ て
い る 。 そ れ に よ っ て 、 漏 洩 流 、 例 え ば 第 １ の ピ ス ト ン 室 ２ ８ 内 の 圧 力 媒 体 の 損 失 を 生 じ る
追 従 ピ ス ト ン ２ ６ の 漏 洩 流 を 補 償 す る こ と が で き る 。 圧 力 低 下 は こ こ で は 、 追 従 ピ ス ト ン
２ ５ 内 の 中 央 弁 ３ ５ と 圧 力 媒 体 補 給 容 器 ２ ０ ま で の 管 路 ３ ０ と を 介 し て 可 能 で あ る 。

２ ５
追 従 弁 ２ ６ が 設 け ら れ て い る
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